
 

 提 出 さ れ た 意 ⾒ 及 び 意 ⾒ に 対 す る 市 の 考 え ⽅  
 

No 関連する部分  意見の要旨  意見に対する市の考え方  

1 19 頁  

参考資料  

小牧市の現状  

市の相談窓口で受ける女性相談が毎年 700 件以上 (実件数？ )

という実績を頼もしく思います。内、ＤＶ関連相談が５％強と

のことですが、被害者本人からの相談なのか、周りの人や関係

者からの相談なのかの区分、また相談経路が分かればと思いま

した。そしてその後の市の対応、対処担当部署・機関、なした

支援、結果等について示していただければと思いました。  

ＤＶ発見の通報先は、法律上、配偶者暴力相談支援センターま

たは警察官であると認識しています。市の相談窓口で受けた相

談が、もしＤＶ相談であり、通報を要する内容と判断された場

合、窓口ではどのような対応がなされるのでしょうか。「あな

たの相談は通報を要する内容です。あなたから愛知県女性相談

セ ン タ ー (愛 知 県 の 配 偶 者 暴 力 相 談 支 援 セ ン タ ー )か 警 察 に 通

報してください」と助言するのか、「あなたの相談を、通報を

要する案件と判断し、こちらから愛知県女性相談センターに通

報します」、それとも「あなたの相談を通報と判断し、小牧市

でそれを受理し、小牧市でその解決策を探ります」でしょうか。

これらの判断、対処のためにも、マニュアルの整備が必要では

ないかと思います。  

小 牧 市 Ｄ Ｖ 対 策 連 絡 会 議 設 置 要 綱 施 行 後 の 連 絡 会 議 の 会 議 と

実務者会議の開催状況、取り上げられた問題、成果等のまとめ

があればと思いました。  

女 性 相 談 の 件 数 は 女 性 相 談 事 業 委 託 で 受 け 付 け た 延 べ 件 数 と な

っており、相談者はすべてご本人からによるものと思われます。

相 談 内 容 に つ い て は 相 談 員 に よ る 傾 聴 や ア ド バ イ ス で 終 結 し て

しまうものがほとんどですので、相談者の区分や相談経路、その

後の対応について現時点では記載する予定はありません。  

 

市 で 受 け 付 け た Ｄ Ｖ に 関 す る 情 報 は ご 本 人 か ら に よ る も の が ほ

とんどで、基本的にはご本人から警察に話をしてもらうようにし

て い ま す 。 母 子 で シ ェ ル タ ー に 避 難 す る こ と と な っ た ケ ー ス で

は、シェルターに行く前に警察署に市職員も同行してこれまでの

経緯などを伝えています。  

マ ニ ュ ア ル の 整 備 に つ い て は 必 要 に 応 じ て 各 担 当 課 で 作 成 し て

います。  

 

小 牧 市 Ｄ Ｖ 対 策 連 絡 会 議 の 議 事 要 旨 に つ い て は 市 ホ ー ム ペ ー ジ

で公開していきます。  

2 17 頁  

被 害 者 支 援 の 連

携  

様々な事業内容に対し複数の所管課が対応するようですが、相

談者にとって、どこが主たる窓口となるのかがわかりにくいと

思います。また、同じ課であっても長となる方が替わると、解

釈の仕方によるためなのか、対応に違いがあることは稀ではな

いようです。共通理解のためにも、関わる人たちの研修会は必

須だと思います。  

ＤＶの問題はデリケートで複数の問題が絡んでいます。セーフ

ティーネットからこぼれ落ちる問題に、フレキシブルに対応で

きる民間団体との連携は必須だと思われます。公的機関では対

応しきれない問題に対応できる民間団体を活用し、共同してい

ただけたらと思います。  

ＤＶの背景には、家庭環境や家族構成など複合的な問題が絡み合

っていることも多いため、市の組織上、ＤＶを一括して受け付け

るのではなく、各関係機関における相談段階より、早期発見・早

期 対 応 を 適 切 に 行 う こ と が ま ず は 重 要 と 考 え て い ま す 。 17 頁 に

は、こども同伴、単身者、障がい者、高齢者ごとの支援担当課を

明記しており、関係機関との連携を図りながら対応を行っていま

す。  

 

また、職員は国・県からの通知や会議などのほか様々な機会等を

通じて自己啓発に取り組んでおります。  

 

公的機関で対応できない事案があれば、必要に応じて民間団体と

の連携を図っていきたいと考えています。  



 
3 6 頁～ 16 頁  

各 事 業 内 容 と 所

管課  

基本計画 (案 )にある所管課に、関係機関などが記載されていま

すが、多すぎる気がします。一見多くの関係機関が連携してい

るように見えますが、この数だけたらい回しにされる恐れがあ

ります。相談があれば、ここに記載されているどこの課も関わ

ってくると思いますが、まずは相談者が 1 ヶ所相談したらワ

ン ス ト ッ プ で 関 係 機 関 と 繋 が れ る よ う な 仕 組 み 作 り が 必 要 だ

と思います。例えば、ＤＶ相談員を 1 人立てて、関係機関に相

談が入ったら、このＤＶ相談員に連絡をすると、聞き取りから

手続きガイドなど、ワンストップで進めていけるといいと思い

ます。相談者の委任状作成など工夫をし同意を得ることで、Ｄ

Ｖ相談員が代わりに必要な手続き先に情報を伝えたり、民間支

援 団 体 と の 連 携 も Ｄ Ｖ 相 談 員 が パ イ プ 役 に な る と よ い の で は

と考えます。  

市の組織上ＤＶを一括して受け付ける窓口はないため、17 頁にこ

ども同伴、単身者、障がい者、高齢者ごとの支援担当課を明記し

ています。  

他機関との連携方法については、今後の事務を進めるうえで参考

とさせていただきます。  

4  安心して暮らせるＤＶのない小牧市の実現に向けて、今よりい

っそう早い段階から相談に繋がる体制が充実すると嬉しい。相

談員をしていて思うことは、人々のＤＶに対する認識が緩いと

いうこと。  

ＤＶとは何ぞや…若年層から啓発してゆくことが大切と思う。 

そして、旧世代へもＤＶ意識改革が必要だと感じる。男女問わ

ず 我 慢 す る こ と が 美 徳 と 教 育 さ れ て き た 年 代 の 人 達 が 沢 山 悩

んでいる。そして、それらの人達の相談を受ける相談員の質の

向上が求められる。  

重い相談を持ち掛けられることもあり、相談員の心理的負担の

軽減が大切で、二人体制が望ましい。官民とでケースカンファ

レンスをもち、ケース毎に検討を続けることで、それぞれの立

場で介入援助ができ隙間を埋めあってゆき、相談者さんの悩み

を軽減する方向に向かえると思う。  

心 の 余 裕 が 持 ち に く い 孤 立 し が ち な Ｄ Ｖ 被 害 者 へ の 伴 走 型 支

援がとても必要。各部署で同じ質問説明をしなくてすむシステ

ム、提出書類の一本化ができるととても有難い。  

個 別 ケ ー ス の 状 況 に 応 じ て 細 や か に 迅 速 に 支 援 で き る 民 間 支

援 団 体 と 公 的 機 関 の 強 く 太 い 連 携 が ま す ま す 大 切 に な っ て く

ると思う。行政からのサービス援助支援に何があるのか、今の

自分には何が適切か、何が分からないかも分からない時に、気

楽に相談できる民間の窓口や行政の窓口 (多様なので主になる

窓口に※印があると有難い )があり、安心できる。  

他部署や他機関との連携方法については、今後の事務を進めるう

えで参考とさせていただきます。  

 


